
 

要望 書  

 

日本 の食 料供給 の 観点から み ると 、我 が国の食 料事 情 は 脆 弱 と 言 わ ざ る

を 得 な い 。 令 和 ４ 年 の 食 料 自 給 率 は カ ロ リ ー ベ ー ス で 約 38％ と 先 進 国 の

中でも極 めて低 い 上に、食料 の多く を海外に 依存し て い る た め 、輸 入 制 限

や価格高 騰の影 響 を大きく 受け や す い状 況で あ る。  

この 点 、都市 農業 は、輸 入に頼 らず 、地域 内で 農 産 物 を 即 供 給 で き 、災

害や国際 流通の 混 乱時にも 地域 に 根 差し た供 給 が可 能 で あ る と と も に 、都

市部は人 口が集 中 している ため 、そ の 周辺に農 地が存 在 す る こ と は 非 常 に

効率的で あるな ど 、食料 安定供 給の 一助 とな る。ま た 、都 市 農 地 の 面 積 は

限られる が、葉物 野菜・果実・加 工品 向け 作物 など 多 様 な 農 産 物 が 生 産 さ

れている ことか ら 、食料自 給率 の 向 上に 寄与 す る。  

この よう に昨今 の 不安定な 国 際情 勢 を 踏ま え、食料 安 全 保 障 の 観 点 か ら

鑑みても 、都 市農 業は、国際輸 入 リ ス クを 緩 和 し 、食 料 安 定 供 給 の セ ー フ

ティーネ ットに な るととも に、限ら れた面積 でも、自 給 率 向 上 へ の 寄 与 が

期待され る。  

平成 27 年 に都市 農 業振興基 本法の 施 行により 、都 市 農 地 が 「 宅 地 化 す

べきも の 」から「都 市 に あ る べ きも の 」と して 位 置付 け ら れ 、 「 都 市 農 地 の

貸借の円 滑化に 関 する法律 」制 定や「生産 緑地法 」改 正 に よ る「 特 定 生 産

緑 地 制 度 」 創 設 な ど 様 々 な 法 制 度 の 制 定 や 改 正 が 行 わ れ た 。 こ れ に よ り 、

若手農家 等は、都 市農地貸 借円滑 化 法を活用 して経 営 農 地 を 増 や し 、持 続

可能な都 市農業 に 向けて意 欲的 に 取 り組 むな ど 、都 市 農 業 が お か れ た 状 況

は一定程 度前進 し ている。  

このよ う な中 、北 多摩南部 東地 区 三 市（ 武 蔵野 市  ・三 鷹市・調布 市 。以

下「三 市 」と いう 。）は、住宅地 に隣接 した 農地 であ り な が ら も 、都 市 農 業

が盛んに 行われ て いるが 、依然 とし て、農 地の 宅 地 化 が 進 行 し て い る 。こ

れは三市 が特別 区 に隣接し 全域 市 街 化区 域で あ るこ と か ら 、人 口 密 度 が 高

く 、 地 価 も 高 い た め 、 農 家 に 相 続 が 発 生 し た 場 合 、 相 続 税 を 支 払 う た め 、

農家は農 地を手 放 さざるを 得ず 、農 地 が住宅や 商業施 設 に 転 用 さ れ る た め

である。さ らに、全 国的に少 子高齢 化 や人口減 少が進 行 し て い る 現 在 に お

いても、三市の 人口 は増加傾 向に あ り 、そ れに 伴 い 宅 地 化 も 進 行 し て い る 。 

した がっ て、食料 生産の礎 となる 農 地の保全・拡 大 、特 に 、都 市 農 地 の

保全は、現 在の日 本にとっ て喫緊 の 重要課題 である こ と か ら 、下 記 の と お

り都市農 地減少 の 最大要因 であ る 相 続税 制度 を 改善 し て い た だ き た い 。  

 

記  

 

１  相続 税納税 猶 予制度の 見直 し に つい て  

三市は地 価が高 く 、農地を 生 産 緑地 地区 に指 定 し て い た と し て も 、相

続発生 時 には多 く の相続税 を支 払 わ なけ れば な ら ず、相 続 税 納 税 猶 予 制

度を利 用 してい る 農業者が 多い 。  

しかしな がら、出 荷作業場 や農 機 倉 庫、農 業用 井 戸等 に は 納 税 猶 予 制

度が適 用 されな い ため、農業 者にと っ て 利用 し や す い 制 度 設 計 に な っ て



いない 。特に農 業 用井戸は 災 害時 の 活 用も 期 待さ れ て い る が 、納 税 猶 予

制度が 適 用され な い。これら 営農継 続 に 必要 な 付 帯 施 設 に つ い て も 納 税

猶予対 象 とする よ う、ご検 討い た だ きた い。  

 

２  相続 税の納 付 に係る物 納制 度 の 導入 につ い て  

相続税を 納付す る ために農 地 が宅 地 化 され て い く 現 状 を 鑑 み 、相 続税

の納付 に 際し、農 地を物納 す る制 度 の 導入 を 行う と と も に 、物 納 さ れ た

農地の 管 理及び 活 用につい ては 、農 地 が 所在 す る 各 基 礎 自 治 体 に 委 任 す

る制度 を 確立す る よう、ご 検討 い た だき たい 。  
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